
母性保護に係る専門家会合報告書概要

１ 産前産後休業について

（１）現行制度の概要

現行の産前休業は、６週間（多胎妊娠の場合１４週間）の本人の請求に基づく

休業となっている。また、産後休業は、８週間であり、このうち６週間は、本人

の意思や健康状態にかかわりなく就業することができない強制休業期間となって

いる。

（２）検討結果の概要

① 産前休業については、妊娠末期は、母体への負担が増加するため、労働によ

る負担を軽減するとともに、日常生活においても十分な休養をとることが求め

られること、分娩週数は、妊娠３６週から目立って多くなっていることを考慮

すると、妊娠３６週の２週間前である妊娠３４週に相当する産前６週間前から

休業できる現行制度の基準は適切であり、変更する必要性はない。

② 産後休業については、現行制度は産褥期間（妊娠及び分娩によって生じた子

宮等の変化がほぼ妊娠前の状態に回復するまでの期間）が産後６週間から８週

間であることを考慮して定められているものであり、これを否定する知見はな

く、現行の休業期間を変更する必要はない。

③ 妊娠高血圧症候群重症や早産のおそれ等のために産前産後休業期間以外の時

期に休業等の措置が必要な労働者は、全体からみれば例外的な病的な状態にあ

ることから、医師の指導により個別の事情に応じて母性健康管理の措置を講じ

ていくことが適当。

２ 重量物取扱業務について

（１）現行制度の概要

重量物取扱業務については、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害であるとし

、 、 、 、て 妊産婦以外の女性も含め 女性一般について 断続作業の場合３０キロ以上

継続作業の場合２０キロ以上の重量物を取り扱う業務への就業が禁止されている

（満１８歳以上の場合 。）

（２）検討結果の概要

① 重量物の運搬は、出産、加齢等の他の要因とともに子宮下垂・脱を起こす要

因の一つとされており、現段階においても重量物取扱業務の将来の妊娠・分娩

への影響を否定する充分な知見は見当たらず、保護が不要であり、ただちに現

行の制限をなくすべきとまで言うことはできない。今後も医学的な知見を踏ま

え、引き続き検討していくことが必要。



② 女性一般に対して一律に就業制限を設けることについては慎重であるべきで

あり、今後、重量物取扱業務に関する規制のあり方について検討するに際して

は、作業の実態、事業場における労働安全衛生対策の状況や国際的な動向も踏

まえ、一律に一定の重量の水準を定め、就業を制限するという方法が適切かど

うかについて、検討が必要。

３ 有害物の発散する場所における業務について

（１）現行制度の概要

（ 、 、 、 、 、 、有害物の発散する場所における業務 鉛 水銀 クロム 砒素 黄りん 弗素

塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉

じんを発散する場所における業務）については、女性の妊娠又は出産に係る機能

に有害であるとして、妊産婦以外の女性も含め、女性一般について就業が制限さ

れている。

（２）検討結果の概要

① 女性一般に対する有害物を発散する場所における業務の就業制限について

は、鉛のように現に妊娠・出産機能に対して有害であると考えられる物質が存

在していることに鑑みると、ただちにその制限をなくすべきということはでき

ない。

② しかしながら、就業制限の対象となっている化学物質は、現在の知見に照ら

せばそのすべてが妊娠・出産機能に明確に有害性を有するとは必ずしも言えな

、 、 、い状況にあり 一方 新たな化学物質の使用等への対応も必要であることから

基本的には、規制対象となる化学物質の範囲について、新たな知見を踏まえて

見直すことが適当。

③ 現在、我が国においては「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム

（ＧＨＳ 」に関する国連勧告への対応として、生殖毒性も含めた化学物質の）

危険有害性の程度等の分類作業が進められている。同作業は、実質的には女性

の妊娠・出産に係る機能に有害である化学物質の検討と重なるものであること

から、その結果を踏まえ、母性保護の観点からの規制対象となる化学物質を検

討することが適当。

④ また、一定の水準を定めて一律に就業を禁止するという保護の手法が適切か

どうかについても、労働安全衛生政策や国際的な動向等を踏まえ、今後の課題

として引き続き検討することが必要。

⑤ 事業場において、妊娠出産機能の保護が適切に行われるためには、事業主、

労働者、産業保健スタッフ等が、化学物質の有害性等についての十分な情報を

適切な方法により得られるようにしていくことが重要。


